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労働相談室だより

緊急に解決すべきは 第１6回学習会開く

その内容は、呼びかけにもあるように「この一
年、アメリカ発の経済恐慌が世界を覆い、経営側
は危機打開策としていともたやすく“非正規切り”
を行ない、そのことによって膨大な解雇者が生み
出されました。不当にも当事者は、解雇によって
即、住宅追い出しと食うにも困る窮状に追い込ま
れました。寄せられる相談事項は深刻さを極め、
労働問題に止まらず生活問題にまで踏み込まない
と解決ができない多くの事態に直面しました。し
かし、雇用保険が適用されないとか、生活保護の
申請が困難なケース、失業給付が切れて生活保護
が適用されるまでの期間、何らの保証もなく途方
にくれる多くの相談者、等々の問題を前に、セー
フティネットのずさんさを痛感させられました。
そこで、7 月に開催した第一回学習会は、『ＨＯＷ
ＴＯ 生活保護』をテーマに、ケースワーカーを
勤めてこられた講師をお招きし、だれでも使える
生活保護制度を学習しました。今回は、その続き
とも言うべきテーマです。先の総選挙で自公政権
が打倒され、労働者保護緊急対策で合意した鳩山
連立政権が誕生しました。未だ法案としては審議
に上っていませんが、想定される緊急対策を検討
し、私たちの労働・雇用政策を対案として煮詰め
てみようという試みです。労組再評価の有利な情
勢をも活用して、どうこの窮状を打開していくの
か、皆なで論議を深めよう」というものだ。

提起は、レジュメにそって様々な資料が用いら
れた。民主党マニフェストとその問題点、経営側
の反論への批判、私たちの長期・短期の政策要求、
そして労働運動再生のチャンスをどう活かしてい
くのか等、多角的視点からおこなわれた。

論議では、全労協はどのような政策と取り組み
を考えているのか、アメの後には消費税を含めて
増税が待ち構えているのではないか、湯浅さんが
国家戦略室の参与になったことをどう評価するの
か、社会保障基本法と福祉国家戦略との関連、研
修生問題を通して見えた受け入れ先の零落企業と
しての問題点、20 年間の連合支配が主原因、など

「労働相談ひろしま」は、10 月 20 日に今期第 2 回（通算 16 回目）の学習会を開催した。呉
からのメンバーを含め 12名が参加し、約二時間、終始熱のこもった学習会となった。

テーマは、「私たちの労働・雇用政策要求とは何か」で、チューターは谷本世話人。

の意見が出された。
こうした論議から、何が中心的問題点で、

どのように取り組んでいかなければならない
のかについて、以下のようにまとめられた

最大の問題点は、非正規労働では「普通に
働いている」にもかかわらず、労賃が生活保
護より低いことにある。しかもたやすく首を
切られ、抗らう手段が見出せなかったことだ。

これはどう考えてもおかしい。これでは働
く意味がないからだ。こういう社会は廃れる。

木下教授によると最低生活保障のレベルは
三段階で、上から最賃、社会保険、生活保護
が最低基準に位置づく。この逆転現象の解決
が何よりも先行する。

そのためには、最賃引き上げと均等待遇が
キーワードとなる。倒産だ海外移転だとつべ
こべ言う企業は憲法違反で、そんなものは社
会的存在価値がない。レッドカードだ。

この一点で、ナショナルセンターは共同闘
争を組織すべきだ。緊急必要性も可能性もあ
る。好き嫌いやヘゲモニーがどうのこうのと
言っている余裕はない。労働組合運動再生の
カギがそこにある。私たちもこの方向を声を
大にして追求して行こう。
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